
観

心

本

尊

抄

の，
大

綱

株

橋

諦

観
心
本
尊
抄
の
大
綱
を
窺
は
ん
と
す
る
に
当
っ
て
は
、
当
然
本
抄
に
対
す
る
文
段
を
拝
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
文
段
た
る

や
古
来
そ
の
数
多
く
、
従

っ
て
註
釈
者
に
お
い
て
科
文
の
方
法
は
各
別
で
あ
っ
て

一
様
で
は
な
い
。
本
抄
文
段
中
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
も
の
に
、
縮
刷
遺
文
第
二
続
集
Ｔ
し
所
載
の

「
観
心
本
尊
得
意
抄
」
（腺
納
一観
卦
琳
鱒
降
酪
臨
肺
）
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
五
段
抄
と
称
し

て
い
る
が
、
勿
論
こ
の
文
段
は
宗
祖
大
士
の
親
撰
で
は
な
い
。
当
流
の
妙
蓮
寺
日
忠
聖
人
は

「中
山
門
流
の
相
伝
に
は
大
綱
五
重
の
文
段

と
ξ
。
真
偽
計
り
難
し
。
蓮
師
の
御
内
証
に
叶
ふ
や
否
や
、無
分
別
の
重
な
り
」
（一一
栓
ｒ
林
滲こ

と
疑
ひ
、
本
隆
寺
開
山
日
真
聖
人
は

「
私

に
云
く
、
此
の
科
文
は
世
流
布
に
宗
師
御
制
作
と
ξ
…
…
。
然
り
と
雖
も
実
に
は
中
山
本
妙
寺
第
四
祖
日
祐
の
制
作
な
り
」
（順
和
一
一
要
蝶
）

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
宗
祖

の
親
科
で
な
い
と
し
て
、
こ
の
五
段
抄
を
基
本
と
し
て
本
抄
構
成
の
大
綱
を
論
じ
て
い
る
も
の
が
少
く
な

い
。
常
師
見
間
を
始
め
、
本
隆
寺
日
真
の
見
間
、
安
国
院
日
講
の
啓
蒙
等
そ
れ
で
あ
る
。
果
し
て
こ
の
五
段
抄
が
本
抄
の
大
綱
を
知
る
べ

き
適
正
な
る
も
の
な
り
や
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
本
抄

一
部
の
文
を
五
段
に
分
節
す
る
こ
と
も
不
適
正
で
あ
り
、
而
も
こ
の
書
が

主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、　
一
念
三
千
の
己
心
本
尊
の
開
顕
に
あ
り
と
し
て
い
る
点
が
、
全
く
宗
祖
の
本
懐
に
叶
っ
て
い
る
も
の
と
は
い
え

な
い
。
そ
の
他
先
聖
諸
師
の
科
文
の
是
非
料
簡
は
さ
て
お
き
、
今
五
段
抄
よ
り
も
或
は
古
く
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
、
而
も
本
抄
に
お
け

る
宗
祖
の
真
意
を
掛
酌
す
る
の
に
最
も
適
正
と
信
じ
ら
れ
る
、
わ
が
日
隆
聖
人
の
文
段
に
よ
っ
て
本
抄

一
部
の
大
綱
を
論
ず
る
こ
と
に
し

観
心
本
尊
抄
の
大
綱

秀
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卜
で
っ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一

本
抄
は
日
隆
聖
人
の
科
文
に
示
せ
る
如
く
、
大
分
し
て
三
段
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
第

一
段
は
本
抄
冒
頭
の

「
摩
訂
止
観
第
五

云
」
（飾
九
一一一想
）
よ
り

「
妙
楽
大
師
云
当
側
身
土
乃
至

一
身

一
念
遍
於
法
界
等
ξ
」
（
一九
∝
軌
）
に
至
る
ま
で
の
文
で
、
こ
の
第

一
段
に
は

滅
後
本
尊
の
意
神
と
し
て
観
心
の
法
体
た
る
一
念
三
千
を
挙
げ
て
之
を
釈
し
、
第
二
風
は

「
夫
始
自
寂
滅
道
場
」
（
一九
∝
勅
）
よ
り

「機
法

華
者
可
得
世
法
欺
」
（
一九
珊
動
）
に
至
る
ま
で
の
文
で
、
こ
こ
に
は
本
門
の
本
尊
の
正
外
た
る
能
摂
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
顕
示
す
る
の
で
、

そ
の
中
第

一
に
滅
後
末
法
本
尊
の
正
鉢
と
し
て
、　
一
念
三
千
能
摂
総
持
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
正
顕
し
、
第
二
に
は
そ
の
総
持
南
無
妙
法

蓮
華
経
本
尊
の
末
法
に
流
化
す
べ
き
道
理

ｏ
文
証

・
現
証
の
三
証
を
経
て
説
示
し
、
第
二
段
は
本
抄
最
後
の

「
不
識

一
念
三
千
乃
至
恵
帝

不
異
者
也
」
（
一九
硼
噺
）
の
総
結
の
文
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
総
じ
て
能
摂
南
無
妙
法
蓮
華
経
本
尊
を
末
法
下
機
の
衆
生
に
授
与
す
る
旨
を
示

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
第

一
段
　
観
心
の
法
体
た
る
一
念
三
千

さ
て
第

一
段
の
滅
後
本
尊
の
意
神
た
る
観
心
の
法
体
た
る
一
念
三
千
を
釈
顕
す
る
文
は
自
ら
分
れ
て
二
と
な
る
。
そ
の
第

一
は
観
心
の

法
体
た
る
一
念
三
千
の
出
処
を
説
く
の
で
あ
り
、
第
二
は
一
念
三
千
の
観
心
の
正
鉢
を
示
す
の
で
あ
る
。

先
づ
第

一
の
一
念
三
千
の
出
処
と
し
て
本
抄
の
冒
頭
に
摩
訂
止
観
第
五
の
正
観
章
の
文
を
出
し
て
以
て
、　
一
念
三
千
の
正
拠
と
定
め
、

次
に

「
間
日
玄
義
明

一
念
三
千
名
目
乎
」
（九
拒
臥
）
よ
り
以
下
に
八
重
間
答
を
設
け
て
、　
一
念
三
千
は
天
台
大
師
講
述
の
法
華
三
大
部
中

の
玄
義

ｏ
文
句
に
も
未
だ
示
さ
ず
、
彼
の
二
部
は
主
と
し
て
法
華
経
の
教
相
面
を
説
く
釈
書
な
れ
ば
、
書
中
に
百
界
千
如
の
意
を
説
く
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
未
だ
観
心
の
法
体
た
る
一
念
三
千
の
名
を
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
玄

・
文
二
部
は
を
ろ
か
、
正
し
く
法
華
経
の
観

心
義
を
解

‥
説
せ
る
摩
訂
止
観
に
於
て
さ
え
、
前
四
巻
の
中
に
は
未
だ

一
念
三
千
の
名
目
す
ら
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
前
四
巻
は
止
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観
十
章
中
の
大
意
乃
至
方
便
の
六
章
を
解
説
す
る
も
の
で
、
妙
解

・
妙
行
の
中
に
は
妙
解
の
分
に
し
て
未
だ
妙
行
の
域
に
至
っ
て
い
な
い

故
で
あ
る
。　
一
念
三
千
は
止
観
十
章
の
第
七
正
観
章
、
即
ち
正
修
止
観
を
説
く
第
五
巻
に
至
っ
て
始
め
て
、　
一
念
三
千
の
観
心
義
を
明
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
摩
訂
止
観
第
五
所
釈
の
一
念
三
千
は
天
台
大
師
の
本
懐
、

「説
己
心
中
所
行
法
門
」
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

而
し
て
三
に

「
間
日
百
界
千
如
与

一
念
三
千
」
（九
た
動
）
以
下
第
九

・
十

・
十

一
の
三
間
答
に
於
て
、　
一
念
三
千
の
法
弊
を
以
て
滅
後

の
本
画
本
尊
の
意
神
と
な
す
こ
と
を
説
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第

一
段
の
第
二
、　
一
念
三
千
の
観
心
の
正
外
を
明
す
文
は
、

「
間
曰
出
処
既
聞
之
」
等
（九
た
Ю
）
の
第
十
二
問
答
以
下
で
あ
っ
て
、
砒

の
文
を
大
い
に
分
っ
て
二
と
す
る
。
即
ち

一
は
理
具

一
念
三
千
を
明
す
文
、
二
に

「
但
遮
初
大
難
者
」
（
一九
∝
吼
）
よ
り
以
下
は
事
倶

一
念

三
千
を
明
す
文
で
あ
る
。

一
の
理
具

一
念
三
千
を
明
す
文
に
於
て
ま
た
二
あ
り
。
初
は
十
界
互
具
、
特
に
凡
夫
の
己
心
に
仏
界
を
具
す
る
義
の
信
じ
難

き

を
示

し
、
次
に

「
間
日
教
主
釈
尊
印
し
一濯
」
（勁
∝
∝
）以
下
は
凡
夫
の
己
心
に
計
行
因
果
、　
化
他
能
所
円
備
の
教
主
釈
尊
を
具
足
す
る
こ
と
の

信
じ
難
き
を
明
す
の
で
あ
る
。

初
の
十
界
互
具
特
に
仏
界
己
心
所
具
の
信
じ
難
き
を
明
す
中
、　
一
に
第
十
二
間
答
の

「
間
日
出
処
既
間
之
」
（九
た
相
）
以
下
の
文
に
於

ト
　
　
　
シ
テ
　
ガ
　
　
　
ブ
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
フ

て
、

「
観
心
者
観
二我
己
心
一見
二十
法
界
一。
是
云
二観
心
一也
」
と
て
直
ち
に
一
念
三
千
の
知勁
心
の
義
を
的
示
し
、
而
も
こ
の
観
心
も
我
等

衆
生
が
直
ち
に

一
念
三
千
の
理
体
を
対
象
と
し
て
観
ず
る
純
智
力
の
観
心
で
は
な
く
、　
国

会

シ　
モ　
ルト
　

ノ
　

ラ　
ダ
　
　
　
ノ
　

ヲ

百
如
下雖
レ見
二他
人
六
根
一未
レ見
二自
面
六
根
一

南
柴
明
鏡
二一之
時
始
二ぽ
づ
日
乳
本
札
ご

（
九
た
Ю
）
等
と
て
、
法
華
経
の
教
説
並
に
摩
訂
止
観
所
釈
の
明
鏡
に
向
っ
て
之
を
信
知
す
る

信
知
の
観
心
の
意
を
説
き
、
而
し
て

二
に

「
間
日
法
華
経
何
文
」
等
（銅
）
の
第
十
二
問
答
の
文
に
於
て
明
鏡
と
し
て
、
総
別
に
約
し
て
十
界
五
具
の
経
証
を
挙
げ
、

観
心
本
尊
抄
の
大
綱
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三
に

「問
日
自
他
面
」
等
（九
た
肝
）
の
第
十
四
問
答
に
於
て
十
界
互
具
難
信
の
義
を
示
し
て
妙
経
を
称
揚
し
、

四
に

「
間
日
経
文
並
天
台
章
安
」
等
（却
杜
）
の
第
十
五
間
答
、
並
に

「
間
日
於
六
道
雖
不
分
明
」
等
（銅
）
の
第
十
六
問
答
に
於
て
、
我

等
の
如
き
凡
夫
の
己
心
に
六
凡

・
四
聖
の
十
界
を
具
す
る
こ
と
を
釈
し
、

五
に

「
間
日
十
界
互
具
仏
語
分
明
」
以
下
（九
た
た
）
の
第
十
七
間
答
に
於
て
、
十
界
互
具
の
中
特
に
凡
心
に
仏
界
を
具
す
る
の
義
は
難

信
で
は
あ
る
が
、

「如
二尭
舜
等
聖
人
一者
於
二万
民
一無
二偏
頗
こ
、
「不
軽
菩
薩
於
二
所
見
人
一見
二
仏
身
一。
悉
達
太
子
自
二
人
界
一
成
二
仏

身
こ
（
一九
∝
∝
）
等
の
現
証
を
以
て
之
を
信
ず
べ
き
信
心
観
を
強
説
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に

「
間
日
教
主
釈
尊
鴎
陀
盤
」
（銅
）
以
下
の
第
十
八
間
答
は
、
我
等
凡
夫
の
己
心
に
自
行
因
果
、
化
他
能
所
円
備
の
教
主
釈
尊
を
具

す
る
こ
と
の
信
じ
難
き
を
難
じ
て
ヽ
之
に
答
ふ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
難
問
の
中
、

一
に
総
じ
て
教
主
釈
尊
の
自
行

・
化
他
の
徳
行
を
挙
げ
て
、

「如
レ是
仏
陀
以
レ何
我
等
凡
夫
之
令
レ
住
二
己
心
一乎
」
（銅
）
と
問
難
し
、

二
に
別
し
て
雨
前

・
述
門
等
に
於
け
る
教
主
釈
尊
の
自
行
因
果

・
化
他
能
所
の
徳
行
を
挙
げ
、
更
に
本
門
に
於
け
る
本
仏
釈
尊
の
自
行

因
果

・
化
他
能
所
等
を
挙
げ
、
而
し
て

「
此
気
皆
λ
Ｆ
念
′ギ
界
欺
、
己
正
ゴ
千
敗
、
雖
レ為
二仏
説
一不
レ可
レ信
レ之
」
（
一九
∝
一四
）
と
問
詰
し

三
に
雨
前
諸
経
論
と
法
華
経
と
を
対
論
し
て
、
こ
の
両
者
の
説
は

一
仏
の
二
言
で
相
違
し
て
い
る
が
、
経
の
数
量
よ
り
い
へ
ば
却
っ
て

雨
前
諸
経
論
に
付
く
べ
き
で
法
華
経
の
説
は
信
じ
難
し
と
難
じ
、

四
に
馬
鳴

・
天
親
等
の
諸
論
師
と
天
台
大
師
と
を
対
比
し
て
、
十
界
互
具
、　
一
念
三
千
は
天
台
の
臆
説
に
し
て
法
華
経
に
そ
の
証
文
が

な
く
、
む
し
ろ
法
華
経
に
は

「断
諸
法
中
悪
」

（諸
法
の
中
の
悪
を
断
ず
）
と
あ
る
で
は
な
い
か
と
責
め

五
に
は
更
に
清
涼

・
恵
苑
等
諸
人
師
の
天
台
に
対
す
る
評
説
を
挙
げ
て
、

最
後
に
夫
レ
一
念
喜
Ｌ
法
町

■
Ｌ
椎
実
．凱
一名
曳

甲
５
請
論
師
不
レ載
二其
義
二・

漢
土
日
乳
ざ
襲
小
レ用
レ之
。
如
征
ぽ
レゼど
”
（
一九
∝
覇
）
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と
結
し
、
重
ね
て
請
答
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
第
十
八
間
の
意
は
要
す
る
に
、　
一
に
教
主
釈
尊
に
関
す
る
難
間
、
二
に
雨
前
諸
経
論
と
法
華
経
と
の
対
論
、
三
に
諸
論
師
と
天
台

大
師
と
の
対
論
、
四
に
諸
人
師
と
天
台
大
師
と
の
対
論
で
あ
る
。

右
の
難
間
に
対
す
る
答
は

「
答
日
此
難
最
甚
最
甚
」
（執
∝
覇
）
以
下
の
文
で
あ
っ
て
、
こ
の
答
釈
は

一
に
諸
経
と
法
華
経
と
の
相
違
に

対
す
る
も
の
、
二
は
諸
論
師
と
天
台
と
の
対
論
に
答
う
る
も
の
、
三
に
諸
人
師
と
天
台
と
の
対
論
に
答
う
る
も
の
、
四
は
法
華
経
の

「断

諸
法
中
悪
」
の
語
に
対
す
る
釈
明
で
あ
り
、
五
は
教
主
釈
尊
に
関
し
て
の
難
間
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。

以
上
何
れ
も
本
文
に
つ
い
て
了
解
す
べ
き
で
、
今
は
説
明
を
略
し
て
お
く
。
只
五
の
教
主
釈
尊
に
関
す
る
難
問
、
即
ち
久
遠
劫
来
の
自

行
因
果

・
化
他
能
所
を
円
備
す
る
教
主
釈
尊
等
を
、
ど
う
し
て
我
等
凡
夫
の
己
心
に
住
せ
し
め
る
や
と
い
う
難
間
に
対
し
て
は
、
難
信
難

解
を
以
て
答
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
此
の
答
釈
は
未
だ
教
主
釈
尊
に
関
す
る
難
間
に
対
す
る
正
答
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
答

は
下
の

「
但
遮
初
大
難
者
」
以
下
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
而
し
て
後
、
答
を
結
し
て
、

夫
ビ
ジ
仏
至
二手
滅
後
ゴ

千
八
百
余
年
、
経
二歴
三
国
一但
有
≡
一人
一始
覚
二知
此
正
法
一。
所
謂
月
支
釈
尊

・
真
旦
ノ害
者
大
師

・
日
域
伝

教
。
此
二
人
．、ぼ
典
聖
′ズ
也
。
（
一九
∝
欧
）

と
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
第
十
八
間
答
を
終
っ
て
、
第
十
九
間
答
を
以
て
内
証
同
致
の
竜
樹

・
天
親
と
天
台
帰
伏
の
諸
宗
の
諸
師
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て

「
但
遮
初
大
難
者
」
（軌
∝
』
）
以
下
は
第

一
段
の
第
二
、
観
心
の
正
外
を
明
す
中
の
二
、
事
具

一
念
三
千
を
説
き
顕

す
文

で
あ

る
。
之
に
つ
い
て
四
に
分
っ
て
述
べ
て
み
よ
う
。

そ
の
第

一
は

「
但
遮
初
大
難
者
」
よ
り

「本
画
二
像
之
本
尊
有
名
無
実
也
」
（
一九
∝
恕
）
ま
で
の
文
で
、
こ
こ
に
事
具

一
念
三
千
、
法
体

を
以
て
衆
生
成
仏
の
根
本
種
子
、
諸
仏
菩
薩
成
道
の
種
子
並
に
本
画
本
尊
開
眼
の
種
子
と
す
る
こ
と
を
明
す
の
で
あ
る
。
即
ち
初
に
開
経

観
心
本
尊
抄
の
大
綱
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た
る
無
量
義
経
の
文
を
出
し
て
、
父
母
子
和
合
の
事
具

一
念
三
千
を
以
て
一
切
衆
生
成
仏
の
正
因
仏
種
な
る
こ
と
を
示
し
、
次
に
結
経
た

る
普
賢
経
の
文
を
引
い
て
、
事
具
三
千
は
三
世
諸
仏
の
出
世
成
道
の
種
子
な
る
こ
と
を
示
し
、
而
し
て
こ
の
本
門
の
立
場
よ
り
雨
前

・
権
述

諸
経
の
敗
種
な
る
旨
を
明
し
、
後
に
結
文
し
て

離
∫
ゆ
冨
ぎ
ズボ
ゴ

念
三
千
″
種
一者
有
情
成
仏
、
本
画
二
像
之
本
尊
在
名
無
実
也
（銅
）

と
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

事
具

一
念
三
千
を
明
す
第
二
は
、
第
二
十
間
の

「
間
日
上
大
難
未
間
其
会
通
如
何
」
（銅
）
以
下
、

「
自
然
譲
与
彼
因
果
功
徳
」
ま
で
の

文
で
、
こ
こ
に
事
具
三
千
の
法
体
を
能
摂
具
足
せ
る
総
名
妙
法
蓮
華
経
の
事
行
観
心
を
説
く
の
で
あ
る
。
即
ち
先
づ
無
量
義
経
の
文
を
出

し
て
、
我
等
凡
夫
は
未
だ
六
度
を
行
ず
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
、
我
等
の
受
持
の
一
念
に
、
本
仏
釈
尊
の
六
度
満
行
の
功
徳
を
具
足
す
る
こ

と
を
明
し
、
次
に
法
華

・
涅
槃
の
二
経
と
竜
樹
等
の
四
釈
を
引
い
て
妙
法
蓮
華
経
は
具
足
の
義
即
ち
能
具
能
摂
の
義
を
有
し
て
お
り
、
こ

の
妙
法
蓮
華
経
の
総
名
に
十
界
互
具
、
事
具
三
千
の
法
体
を
具
足
す
る
の
意
を
示
し
、
後
に
我
等
の
間
法
信
心
の
受
持
の
一
行
に
本
仏
釈

尊
久
遠
所
修
の
因
果
の
功
徳
を
自
然
譲
与
さ
れ
る
こ
と
を
明
し
て

釈
尊
′Ⅳ
行
果
徳
，ゴ
法
が
法
蓮
華
経
′ゴ
字
．ｒ
■
¨
我
等
受
一一持
ス
レ
″
ゴ
孔

自
然
譲
二与
繹
ピ
果
ガ
徳
一ヲ
。
（銅
）

と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
事
具
三
千
の
観
心
を
明
す
第
二
は
、

「
四
大
声
問
領
解
云
」
（劫
∝
麒
）
以
下

「
我
等
電
心
菩
薩
也
」
ま
で
の
文
で
あ
っ
て
、
こ

ゝ
に
は
総
名
所
摂
の
述
本
因
果
の
相
を
明
す
の
で
あ
る
。
そ
の
中
初
に
は

「
四
大
馨
問
領
解
云
」
の
下
は
総
名
体
具
の
述
門
十
界
の
因
果

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
次
の

「
寿
量
品
云
然
我
実
成
仏
己
来
」
ξ
の
下
は
総
名
体
具
の
本
門
十
界
の
因
果
を
挙
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

述
門
の
因
果
を
先
示
し
て
後
、
本
門
の
因
果
を
更
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
界
具
足
の
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
受
持
す
る
者
は
述
門
の
因
体

た
る
九
界
の
功
徳
と
述
門
の
果
徳
た
る
仏
界
と
の
功
徳
を
受
‥得
す
る
も
の
で
、

「
須
宍
間
を
即
得
阿
繹
菩
提
」
⌒噸
狭
躙
″
鎌
之．
臨
鰤
澪
勘
〓
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辞
“
）
は
疑
ひ
な
し
で
あ
る
。

加
之
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
受
持
す
る
者
は
本
門
の
本
果
妙
た
る
久
遠
の
本
仏
と
本
因
妙
た
る
地
涌
菩
薩
の

功
徳
を
収
得
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
。

本
門
事
具
三
千
を
明
す
第
四
は

「
妙
楽
大
師
云
営
知
身
土
」
等

（
一九
∝
勧
）
の
一
文
で
あ
る
「
こ
れ
は
正
し
く
本
門
の
境
智
冥
合
の
事
具

一
念
三
千
を
示
す
文
で
あ
り
、
日
隆
聖
人
の
科
文
に
従

へ
ば
、

「総
じ
て
止
の
五
の
文
を
結
し
、
別
し
て
当
文
を
結
し
て
、
後
に
能
摂
妙

法
蓮
華
経
の
為
に
所
長
と
成
す
」
と
あ
る
如
く
、
こ
の
妙
楽
大
師
の
文

（帆
取
一九
）
は
、
総
じ
て
巻
頭
に
提
示
せ
る
摩
詞
止
観
第
五
の
文

よ
り
以
来
叙
述
し
来
れ
る
一
念
三
千
を
結
し
、
別
し
て
は
当
文
即
ち

「
間
日
上
大
難
未
聞
其
会
通
如
何
」
（
一九
∝
恕
）
よ
り

「
我
等
己
心
菩

薩
也
」
（
一九
∝
勧
）
に
至
る
本
門
事
具

一
念
三
千
を
結
し
、
此
の
事
具

一
念
三
千
を
以
て
次
の

「
夫
始
自
寂
滅
道
場
」
（劫
∝
勅
）
以
降
に
論

ず
る
能
摂
総
持
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
所
摂
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
本
抄
の
第

一
段
に
於
て
は
要
す
る
に
、
初
に
本
尊
の
意
神
た
る
観
心
の
法
体
即
ち

一
念
三
千
の
出
処
を
挙
げ
、
次
に
観
心
の
正
体

と
し
て
の
一
念
三
千
に
つ
い
て
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
先
づ
理
具

一
念
三
千
よ
り
説
き
起
し
、
次

に

は
事
具

一
念
三
千
に
導
入

し
、
而
し
て
後
に
此
の
事
具

一
念
三
千
を
以
て
本
尊
の
正
体
た
る
総
名
妙
法
蓮
華
経
の
所
摂
と
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
第
二
段
　
本
尊
の
正
林
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経

本
抄
に
三
段
あ
る
中
、
第
二
段
は

「
夫
始
自
寂
滅
道
場
ビ
（劫
∝
勅
）
よ
り
以
下
の
文
で
あ
っ
て
、
こ
ゝ
に
は
本
門
の
本
尊
即
ち
滅
後
末

法
流
化
の
本
尊
の
正
然
と
し
て
、
本
門
久
遠
の
依
正
総
在
の
能
摂
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
顕
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
を
大
別
し
て
二

と
す
る
。

そ
の
第

一
は
正
し
く
本
門
の
本
尊
の
正
然
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
顕
す
の
で
あ

っ
て
、
之
に
ま
た
三
あ
る
。
そ
の
一
は
本
尊
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
所
摂
た
る
本
門
久
遠
の
依
正
三
千
を
顕
し
、
二
に
は

「此
本
門
肝
心
」
以
下
に
、
正
し
く
本
門
の
本
尊
の
正
琳
た
る
南
無
妙

観
心
本
尊
砂
の
大
綱
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法
蓮
華
経
を
正
顕
し
、
三
に
は

「
正
像
二
千
年
之
間
」
（
一九
釧
九。‘
）
以
下
に
、
こ
の
本
円
の
本
尊
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
正
像
未
弘
な
る
こ
と

を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
所
摂
た
る
本
門
久
遠
の
依
正
三
千
を
顕
す
中
、
先
づ

「
夫
始
自
寂
滅
道
場
」
等
の
下
に
雨
前

◆
述
門
等
諸
経

所
説
の
依
正
は
倶
に
是
れ
無
常
な
り
と
之
を
破
し
、
次
に

「
今
本
時
娑
婆
世
界
」
の
下
は
正
し
く
本
門
久
遠
の
依
正
互
融
の
事
具

一
念
三

千
を
顕
示
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
二
の
本
尊
の
正
弊
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
正
顕
す
る
の
に
、
先
づ

「
此
本
門
肝
心
於
二
南
無
妙
法
蓮

華
経
五
字
一乃
至
但
召
二地
涌
千
界
一説
・一八
品
一付
二嘱
之
こ

等

と
、
久
遠
の
依
正
互
融
の
事
具
三
千
を
総
持
せ
る
能
摂
南
無
妙
法
蓮
華
経

は
本
門
八
品
に
説
き
顕
し
、
本
化
上
行
菩
薩
に
付
嘱
せ
ら
れ
た
要
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
次
に

「其
本
尊
為
外
」
の
下
は
南
無
妙
法
蓮

華
経
体
内
の
能
所
依
正
を
分
別
し
て
、
能
摂
本
尊
の
体
相
を
説
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
第
二
段
の
第
二
は
第
廿

一
間
の

「
問
正
像
二
千
余
年
之
間
」
（劫
一四
∞
）
よ
つ
以
下
の
文
で
、
次
上
に
正
顕
し
た
能
摂
総
持
の
南
無

妙
法
蓮
華
経
本
尊
が
必
ず
本
化
地
涌
菩
薩
の
出
現
に
よ
っ
て
末
法
に
弘
通
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
末
法
流
化
の
必
然
を
説
き
示
す
の

で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
文
、
分
れ
て
三
と
な
る
。

そ
の
一
は
本
門
本
尊
詮
出
の
義
証
と
し
て
五
重
三
段
の
教
相
を
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
理

・
文
証

ｏ
現
証
の
三
証
中
の
道
理
で

あ
る
。
こ
の
五
重
三
段
を
論
ず
る
に
先
立
ち
て
設
問
し
て
、
何
故
正
像
二
千
余
年
の
間
本
門
の
本
尊
を
建
立
し
な
い
の
か
と
て
請
答
し
、

而
し
て
そ
の
答
釈
と
し
て
五
重
三
段
を
出
す
の
で
あ
る
。
五
重
三
段
を
釈
す
る
中
、
初
に
は
前
四
重
三
段
を
示
し
、
後
に
第
五
の
法
界
三

段
を
釈
す
る
の
で
あ
る
。
初
の
前
四
重
三
段
の
中

一
代
三
段

・
一
経
三
段
は
た
ゞ
序

・
正

・
流
通
の
三
段
分
節
を
な
し
て
正
宗
為
正
を
論

ず
る
の
み
で
あ
る
が
、
述
門
三
段

。
本
門
三
段
に
於
て
は
三
段
分
節
を
示
し
て
正
宗
為
正
を
論
ず
る
の
み
で
な
く
、
述
門
正
宗
と
本
門
正

宗
と
の
経
説
の
内
容
を
挙
げ
て
両
者
の
勝
劣
を
対
判
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
述
門
正
宗
八
品
に
於
け
る
能
説
の
教
主
は
始
成
正
覚
の
釈
迦

仏
で
あ
り
ヽ
そ
の
所
説
の
法
は
本
無
分
有
の
百
界
千
如
の
理
体
で
あ
り
、
之
に
依

っ
て
衆
生
の
蒙
れ
る
利
益
は
過
去
大
通
仏
の
種
子
を
覚

―‐1214-一



知
す
る
述
脱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
門
正
宗

一
品
二
半
に
於
け
る
仏

ｏ
法

・
益
は
逃
門
の
そ
れ
と
天
地
の
相
異
で
あ
っ
て
、
そ
の
能
説
の

教
主
は
久
遠
実
成
の
本
仏
釈
尊
で
あ
り
、
そ
の
所
説
の
法
は
久
遠
の
十
界
依
正
（黙
印
）
で
あ
り
、
そ
の
衆
生
の
利
益
は
本
時
久
遠
の
仏
種

を
覚
知
し
て
増
道
損
生
す
る
本
脱
で
あ
る
。
こ
の
第
四
の
本
門
三
段
の
正
宗

一
品
二
半
に
於
て
在
世
衆
生
の
脱
益
が
極
成
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
述
中

一
代
五
時
の
最
勝
の
教
法
は
こ
の
本
門
正
宗
分
所
詮
の
本
因
果
国
十
界
の
依
正
互
融
の
事
具
三
千
の
妙
法
蓮
華
経

で
あ

っ

て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
こ
れ
が
所
謂
三
説
超
過
の
難
信
難
解
の
正
法
で
あ
る
。
然
し
之
を
以
て
直
ち
に
滅
後
末
法
の
本
尊
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
故
に
更
に
本
門
三
段
の
上
に
第
五
の
法
界
三
段
を
設
け
て
滅
後
末
法
下
種
の
要
法
本
尊
を
詮
顕
す
る
の
で
あ
る
。

法
界
三
段
を
論
ず
る
本
文
は

「
又
於
本
門
有
序
正
流
通
」
（
一九
刊
一ざ

以
下
で
あ
っ
て
、
初
に
序
と
正
宗
と
を
定
め
て
、
両
者
の
優
劣
を

判
ず
る
の
で
あ
る
。
所
謂
法
界
三
段
に
於
け
る
序
分
と
は
過
去
大
通
仏
の
法
華
経
乃
至
在
世

一
代
五
十
年
の
諸
経
、
総

じ

て
十
方
三
世

諸
仏
所
説
の
経
々
、
即
ち
述
中

一
切
の
経
々
で
あ
り
、
正
宗
分
は
本
地
の
寿
量
品
の
仏
種
子
た
る
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。
こ
の
寿
量
品
と

一
品
二
半
と
は
種
脱

一
雙
に
し
て
同
体
の
妙
法
で
あ
る
か
ら
、
次
の
文
に
序
正
相
対
し
て
正
宗
を
以
て
序
文
た
る
述
中
諸
経
を
破
す
る
と

き
、
正
宗
を

一
品
二
半
と
し
、
之
を
以
て
述
中
諸
経
の
仏
種
に
あ
ら
ざ
る
を
破
す
る
の
で
あ
る
。

云
く由⊃

一
品
二
半
一之
外
グ
″
小
乗
教

・
邪
教

・
未
得
道
教

・
覆
相
教
，一
…
…
…
雨
前

・
述
Ｌ
ぼ
拠
敵
九
一
仏
因
二・
（
一九
一四
一し

と
、
従

っ
て
本
門
正
宗
寿
量

一
品
二
半
の
み
真
の
大
乗
教

・
有
得
道
教
で
あ
る
。

（註
）

い」
ゝ
に
於
け
る
寿
量
品
と
一
品
二
半
と
は
同
体
で
あ
る
が
、
今
両
者
の
相
違
を
い
え
ば
、
寿
量
品
は
本
地
本
門
の
妙
法
、
即
ち
下
種
の
要
法
た
る

本
地
総
名
体
内
の
事
具
三
千
の
佛
種
で
あ
り
、　
一
品
二
半
は
隆
尊
が

「脱
中
の
種
子
」
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
脱
益
の
果
を
得
る
根
本
と
し
て

の
種
子
の
意
で
あ
る
。

事
具
三
千
の
妙
法
蓮
華
経
―
一‐ ‐
一 寿
』
｝
『
‐ ―
目
に
繰
¨
審
時
な
一
向
申

観
心
本
尊
抄
の
大
綱
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次
に
法
界
三
段
の
流
通
分
で
あ
る
が
、
之
を
出
す
の
に
、
先
づ
述
門
に
於
て

一
往

・
再
往
の
両
釈
を
設
け
て
、　
一
往
を
在
世
正
宗
の
意

と
し
、
再
往
を
滅
後
流
通
の
意
と
し
て
、
述
門
に
於
て
す
ら
仏
説
法
の
本
意
は
在
世
正
宗
よ
り
も
滅
後
流
通
に
あ
る
こ
と
を
示
し
、
以
て

本
門
を
説
顕
せ
ん
と
し
て
次
に
本
門
に
於
て
も

一
往
は
在
世
正
宗
、
再
往
は
滅
後
流
通
の
両
釈
を
立
て
、
仏
意
の
本
懐
正
し
く
滅
後
流
通

に
在
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
即
ち
云
く

円多
本
Ｌ
ビ
ル
レバ
之
ラ一
向
．ｒ
二末
法
之
初
一ヲ為
ニス正
機
一卜…
…
再
往
見

ど̈
ィ
レ似
二述
門
一村
門
Ｆ
正
流
通
倶
丼
一末
法
之
始
一為

詮̈
卜（
一九
刊
」
）

と
。
述
門
と
本
門
と
は
共
に
滅
後
流
通
を
以
て
再
往
の
要
義
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
異
る
と
こ
ろ
は
、
述
門
に
於
て
は
序
分
は
正

宗
の
為
の
序
分
で
あ
り
、
正
宗
は
流
通
の
為
の
正
宗
で
あ
る
が
、
本
門
に
於
て
は
最
初
の
序
分
も
正
説
た
る
正
宗
分
も
滅
後
流
通
の
為
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
本
門
の
序
分
た
る
涌
出
品
の
前
半
に
、
既
に
滅
後
流
通
た
る
上
行
付
嘱
に
つ
い
て
、
そ
の
所
付
の
人
と
し
て
地
涌
菩

薩
を
召
出
し
、
正
宗
寿
量

一
品
二
半
に
於
て
は
所
嘱
の
法
と
し
て
滅
後
流
通
の
仏
種
た
る
妙
法
蓮
華
経
を
開
顕
さ
れ
て
お
り
、
分
別
品
後

半
以
下
の
流
通
分
は
専
ら
滅
後
の
為
の
勧
持

・
付
嘱
を
顕
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
こ
と
を

「再
往
見
レ
之
不
似
二
述
門
一本
門
序

正
流
通
倶
以
二
末
法
之
始
一
為
レ詮
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
法
界
三
段
の
流
通
分
は
本
門
の
序
正
流
通
即
ち
本
門
八
品
で

あ
る
。
さ
れ
ば
前
四
重
三
段
に
於
て
は
三
段
の
中
正
宗
を
以
て
正
意
と
し
、
之
に
序
分
と
流
通
分
と
を
摂
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
五
の
法

界
三
段
に
於
て
は
流
通
分
を
以
て
極
意
と
し
、
之
に
序
分
も
正
宗
分
も
悉
く
摂
属
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
前
四
重
三
段
は
在
世

正
機
の
得
脱
の
究
意
す
る
と
こ
ろ
を
詮
顕
せ
ん
と
す
る
に
在
る
に
対
し
て
、
法
界
三
段
は
滅
後
末
法
の
劣
機
を
し
て
要
法
を
以
て
下
種
せ

し
め
ん
と
す
る
が
本
意
で
あ
る
こ
と
を
詮
示
せ
ん
が
為
で
あ
る
。

か
く
別
し
て
法
界
三
段
を
説
き
終
り
、
総
じ
て
五
重
三
段
を
顕
し
終

っ
て
、
前
四
重
三
段
の
究
意
た
る
第
四
本
門
三
段
の
正
宗
分
と
今

の
法
界
三
段
の
流
通
分
と
の
勝
劣
を
論
じ
て

在
世
′ボ
旺
だ
法
之
初
ゴ
同
．紆
円
也
Ｌ
征
Ｆ
雌
一種
也
彼
′、一
品
二
半
雌
ぼ
題
目
′ゴ
字
也

（銅
）
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と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
此‐
の
意
を
示
せ
ば
、
在
世
の
正
機
の
為
に
顕
説
‥さ
れ
た
本
円
と
末
法‐
の
下
機
に
説
き
遺
一さ
れ

た
本
門
と

は
、
共
に
純
円
独
妙
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
が
、
但
し
彼
は
脱
益
の
妙
法
、
此
れ
は
下
種
益
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
彼
の
能
詮
の
経
は

一
品
二
半
、
此
の
能
詮
の
経
は
本
門
八
品
で
あ
り
、
彼
の
所
詮
の
法
体
は
事
具

一
念
三
千
、
此
の
所
詮
の
宗
旨
は
但
総
名
妙
法
蓮
華
経
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
本
門
総
名
本
尊
の
末
法
流
化
を
説
示
す
る
そ
の
二
は
本
尊
の
末
法
流
化
の
文
証
で
、
第
二
十
二

・
四
の
二
間
答
、
即
ち
「
間
日
其

証
文
如
何
」
（
一九
一四
正
）
よ
り

「
据
拾
遺
嘱
是
也
」
（
一九
瓢
鉱
）
ま
で
の
文
で
あ
る
。
こ
の
証
文
は
正
し
く
本
門
八
品
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
は

本
門
八
品
の
始
終
た
る
涌
出

・
寿
量

・
神
力

・
嘱
累
の
四
品
を
引
証
し
中
間
四
品
を
乃
至
し
て
解
説
せ
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
経
釈
も
引

用
せ
ら
れ
れ
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
皆
こ
の
四
品
の
経
意
を
助
顕
せ
ん
が
為
の
補
釈
或
は
付
釈
で
あ
る
。

凡
そ
本
門
八
品
は
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
内
容
教
義
と
し
て
法
華
経

一
部
中
最
要
た
る
上
行
要
付
を
説
く
経
文
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に

引
証
せ
る
四
品
の
経
文
悉
く
上
行
付
嘱
を
顕
せ
る
も
の
、
即
ち
涌
出
品
は
本
化
上
行
等
召
喚
の
別
命
付
嘱
、
寿
量
品
は
滅
後
失
心
の
衆
生

に
対
す
る
良
薬
付
嘱
、
神
力
品
は
末
法
衆
生
の
為
の
結
要
付
嘱
（腰
嗽
Ｙ

嘱
累
品
は
正
像
二
時
の
機
の
為
の
三
摩
付
嘱
（曜
腋
椰
鵬
つ
）
で
あ

る
。
是
れ
曇
に

「本
田ン

ｉ

流
通
に
ど

乗
法
之
始
ヲ」

ケ

訃

鍛

割
Ｌ

と
仰
寸
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。

所
謂
初
の
涌
出
品
の
経
文
は
、
述
化
他
方
来
の
菩
薩
の
滅
後
弘
経
の
請
願
と
、
之
に
対
す
る
如
来
の
制
止
と
本
化
菩
薩
召
喚
の
文
で
あ

っ
て
、
之
を
概
し
て
別
命
付
嘱

（継
猜
憫
卿
畔
鷹
凛
”
勢
爾
雌
弘
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
別
命
付
嘱
の
発
端
は
前
の
宝
塔
品
の
通
命
付
嘱

（地
姉
い
麻
雛
∞
枢
剛
塗
は
射
喘
が
演
う一
鹸
ｍ
）
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
涌
出
品
の
文
の
次
に
そ
の
補
釈
と
し
て
こ
の
宝
塔
品

の
通
命
付
嘱
の
経
文
を
出
し
、
而
し
て
、
釈
尊
が
本
化
菩
薩
を
召
出
し
た
も
う
仏
意
は
、
久
遠
下
種
の
妙
法
蓮
華
経
を
滅
後
末
法
の
衆
生

に
授
与
せ
ん
と
し
て
本
化
菩
薩
に
付
嘱
せ
ん
と
す
る
に
在
る
こ
と
を
念
釈
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

所
詮
述
化

ｏ
他
士貨
響
薩
等
．ぇ

乳
ぽ
曇
な
量
九

不
レコ

髪

ュ

。
本
郵
仏
ヂ
Ｌ
臥
．シぎ
機
ナだ
∫
レ
之
ヲ
孔
ｒ

涌
舌
Ｌ
〈
立
口曳

寿
量
品
ノ

観
心
本
尊
抄
の
大
綱
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肝
幣ヽ
ダ
妙
法
蓮
華
経
．ゴ
字
フ入
及

フ
授
Ｌ
酢

邑
衆
生
二一也
。
（
一九
型
じ

と
い
い
、
然
る
後
に
涌
出
品
の
略
開
遠
顕
遠
の
終
り
の
寿
量
の
広
開
近
顕
遠
を
請
答
せ
る
経
文
を
引
い
て

言

矛

ｎ

多

滅
多

請
，

ご

観

一四
響

と
結笠削生
後（（輛
劉編
後鎌
れ畝”
）せ
わヽれ
て
い
る。

次
の
寿
量
品
の
経
文
は
先
に

「
或
失
本
心
或
不
失
者
」
と
て
、
総
じ
て
妙
法
を
被
る
所
被
の
機
に
在
世
（蒔
失
）
ｏ
滅
後
（馘
）
の
両
機
あ

る
を
標
し
、
次
に
経
文
を
引
い
て
不
失
心
の
衆
生
は
在
世
本
門
の
得
道
な
る
旨
を
釈
し
、
失
心
の
衆
生
は
滅
後
に
於
て
地
涌
の
出
現
に
よ

り
是
好
良
薬
の
妙
法
蓮
華
経
を
下
種
す
べ
き
旨
を
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の
失
心
の
衆
生
に
関
す
る
経
文
を
挙
ぐ
れ
ば

全
黛
ら
い
者
♂多
其
礼
乙
ルゴ
弊
亦
歓
喜
間
乳
ガ
ニ索
ムト
ム肇
ン
７
ぽ
だ
ゲ
〓フガ
礼

而
石
・一肯
ぽ
ず
…
是
ｒ
ぽ
薬
ゲ
留
″
”
此
．ビ
可
・）取テ服
一

勿
レ憂
レ　
不
レ差
作
二是
教
一己
復
至
二他
国
一遺
レ使
還
告
等

で
あ
る
。
こ
の
経
文
に
対
し
て
宗
祖
は
余
失
心
者
の
衆
生
の
妙
法
を
蒙
る
時
は
末
法
、
還
使
還
告
と
い
へ
る
は
本
門
の
四
依
即
ち
地
涌
菩

薩
で
あ
り
、

「
是
好
良
薬
寿
量
肝
要
名
体
宗
用
教
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
寿
量
品
も
上
行

付
嘱
の
旨
を
顕
せ
る
も
の
、
こ
の
付
嘱
を
今
旦
く
経
文
に
随
っ
て
良
薬
付
嘱
と
称
し
て
お
こ
う
。

三
の
神
力
品
の
経
文
は
最
初
に
地
涌
菩
薩
の
滅
後
弘
経
の
発
誓
を
挙
げ
て
、
滅
後
末
法
に
弘
通
す
べ
き
本
尊
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
唯
本

化
付
嘱
に
限
る
べ
き
こ
と
を
示
し
、
次
に
本
化
別
付
嘱
の
為
の
仏
陀
の
神
力
示
現
の
文
を
挙
げ
て
之
を
釈
し
、
後

に
は
仏
神
力
示
現
の

後
、
本
化
菩
薩
に
結
要
付
嘱
す
る
の
経
文
を
挙
げ
て
、
本
尊
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
正
し
く
滅
後
末
法
の
為
に
本
化
上
行
等
の
菩
薩
に
付
嘱

せ
ら
れ
た
こ
と
を
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
引
証
せ
る

「
以
要
言
之
乃
至
宣
示
顕
説
」
の
結
要
付
嘱
の
経
文
に
対
し
て
、
天
台
大
師
は

玄
義

一
（珈
麻
ウ
）
及
び
文
句
十
（珈
琳
ヲ
）
に
五
重
玄
を
以
て
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
故
に
所
嘱
の
要
法
は
五
重
玄
具
足
の
妙
法
蓮
華
経
で

あ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
寿
量
所
顕
の
末
法
下
種
の

「
是
好
良
薬
」
は
、
こ
の
神
力
品
に
来
っ
て
は
五
重
玄
具
足
の
妙
法
蓮
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華
経
で
あ
る
。
こ
の
故
に
前
の
寿
量
引
証
の
解
釈
に
於
て
、既
に
「
是
好
良
氣
が
量
品
′Ｆ
愛
繕
体
宗
用
教
′訂
無
妙
法
蓮
華
経
是
也
只

一九
一四
期
）

と
示
さ
れ
た
の
は
、
当
品
よ
り
立
還

っ
て
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（註
）一
、
寿
量
品
の
是
好
良
薬
と
神
力
品
の
五
重
玄
と
の
同
異

（体
同
名
異
）

体
　
同
―
―
総
名
砂
法
蓮
華
経
⊥
Ｈ
中
幸
［
日
中
¨
一
¨
嚇
中
‐^ 丁一
藝
一一
』
日
一‐
名
異

二
、
結
要
付
嘱
の
経
文
に
対
す
る
五
重
玄
釈

玄
義〓
（珈
麻
ウ
）

神
力
品
中
約
二教
次
第
一。　
一
切
法
本
皆
佛
法
大
経
云

一
切
世
諦
若
於
二如
来
一即
是
第

一
義
諦
衆
生
顛
倒

テ謂
レヘリ非
一
伊
法
一。
今
明
罫
口
示
７
４

故

．

言
・■

切
法
一也
。
欲
レ　
説
二　
此
．χ
一フ先
以
二神
力
一骸
動
。
故
言
三

切
自
在
神
力
一。
既
見
二変
通
一醒
悟
渇
仰
得
二為
説
プ教
教
詮
二実
相
一。
故
言
二
秘

密
之
蔵
也
。
稟
レ
教
修
行
　
肛
ぽ
ニリ因
果
一、
故
言
二甚
深
之
事
一也
。
欲
下
分
中
別

ン配
義
与
二余
経
一同
異
上
故
明
二教
相
一耳
。

文
句
十
（珈
琳
ヲ）

結
要
有
二
四
句
一。　
一
切
法
者

一
切
皆
佛
法
也
、
此
結
■

切
皆
妙
名
一
也
。　
一
切
力
者
通
達
無
碍
具
・一八
自
在
一、
此
結
二妙
用
一也
。
一
切
秘
蔵
者
遍
ニ

一
切
処
一皆
是
実
相
、
此
結
二妙
体
一也
。　
一
切
深
事
者
因
果
是
深
事
、
此
結
二妙
宗
一也
。
皆
於
此
経
宣
示
顕
説
者
総

ヶ
４勇

一
経
唯
四
而
」
ィル
一卜
ぽ
一

其
ノ枢
柄
フ一而
授
二与
ス之
フ一。

四
の
嘱
累
品
の
経
文
は
品
初
の
如
来
の
正
付
の
文
と
、
終
り
の
付
嘱
し
畢
っ
て
分
身
諸
仏
に
散
ぜ
よ
と
い
う
如
来
の
唱
命
と
の
文
で
あ

る
。
こ
の
嘱
累
付
属
は

「以
二地
涌
菩
薩
一為
特
頭
ボ
化
他
方
乃
至
梵
釈
四
天
等
嘱
〓累

ぼ
経
，ご

と
あ
る
如
く
、
滅
後
正
像
二
時
の
為
に

観
心
本
尊
抄
の
大
綱
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本
化
体
内
の
述
化
他
方

・
二
乗

・
諸
天
等
に
、
本
門
要
法
体
内
の
広
略
た
る
小

・
権

・
述
の
諸
経
を
付
嘱
せ
ら
れ
た
の
で
ぁ
る
。
さ
れ
ば

神
力
品
は
滅
後
末
法
の
為
に
別
し
て
本
化
上
行
等
の
菩
薩
に
本
門
要
法
た
る
妙
法
蓮
華
経
を
付
嘱
せ
ら
れ
、
嘱
累
品
は
滅
後
正
像
二
時
の

為
に
本
化
上
行
等
を
上
首
と
し
て
総
じ
て
述
化
他
方
二
乗
等
に
、
要
法
体
内
の
広
略
の
諸
経
を
付
嘱
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
所

付
の
人
に
約
す
れ
ば
神
力
品
は
別
付
嘱
、
嘱
累
品
は
総
付
嘱
で
あ
り
、
所
嘱
の
法
に
約
す
れ
ば
神
力
品
は
総
付
嘱
、
嘱
累
品
は
別
付
嘱
で

あ
る
。

而
し
て
嘱
累
品
の

「令
十
万
来
諸
分
身
仏
各
還
本
土
乃
至
多
宝
仏
塔
還
可
如
故
」

の
文
を
引
き
た
も
う
聖
意
は
、
分
身
諸
仏
の
来
集

・

助
証
も
多
宝
仏
の
涌
現

・
正
証
ｔ
す
べ
て
正
し
く
上
行
付
嘱
の
為
で
あ
り
、
従
っ
て
多
宝
仏
の
正
証
も
分
身
仏
の
助
証
も
皆
正
し
く
上
行

要
付
の
妙
法
蓮
華
経
の
証
明
で
あ
る
旨
を
表
せ
ん
が
故
で
あ
る
。
さ
れ
ば
嘱
累
品
引
証
の
後
に
付
釈
し
て
、
「薬
王
品
己
下
乃
至
涅
槃
経

等
′、地
涌
′ぎ
薩
去
．ず
だ
〓述
化
衆

・
他
方
菩
薩
等
一ノ重
．ぽ
二嘱
ンタ
マど
ず

据
拾
遣
嘱
堤
也
只
一九
却
鉱
）
と
て
、
業
王
品
以
下
は
嘱
累
品
の
研
開
余

残
の
付
嘱
な
る
旨
を
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
以
て
本
門
の
本
尊
の
末
法
流
化
の
文
証
を
畢
り
、
次
に
本
門
本
尊
能
弘
の
導
師
の
末
法
に
出
現
す
べ
き
必
然
を
説

く

の
で
あ

る
。
所
謂

第
二
段
、
本
尊
の
正
然
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
明
す
中
、
第
二
、
本
門
本
尊
の
末
法
流
化
を
釈
す
る
に
三
あ
る
中
の
三
は
本
門
本
尊

の
能
弘
の
導
師
た
る
地
涌
菩
薩
の
末
法
必
現
を
明
す
の
で
あ
る
が
、
此
の
文
は
第
廿
五
間
の

「
疑
云
正
像
二
千
年
之
間
」
（
一九
即
一０

以
下

「
識
法
華
者
可
得
世
法
欺
」
（
一九
瓢
動
）
ま
で
で
あ
る
。
此
の
文
を
分
っ
て
二
と
す
る
。
そ
の
一
は
地
涌
の
弘
経
は
末
法
に
局
る
こ
と
を
明

し
、
二
は
第
二
十
間
の

「
間
曰
仏
記
文
云
何
」
（
一九
期
以
）
以
下
に
地
涌
の
末
法
出
現
の
必
然
を
明
す
の
で
あ
る
。

先
づ

一
の
地
涌
の
弘
経
、
末
法
に
局
る
旨
を
明
す
文
を
見
る
に
、
初
に
第
二
十
五
、
六
、
七
、
八
の
四
間
答
を
設
け
て
重
々
に
料
簡
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
各
間
に
対
す
る
答
は
い
よ
い
よ
慎
重
を
期
し
て
直
答
せ
ず
、
第
二
十
九
間
の

「
求

云

不
レ
証
デ
堕
一ｒ
貧
二こ

に
対

―-220……



し
て
始
め
て
答
釈
を
出
し
て
い
る
。，
即
ち
「答
庁
ど
退
惟
鶴
試
紅
説

ど̈
〕
（執
瓢
ｔ
）と
で
法
華
（欲
鰤
綿
、ヽ．
薪
輩
絲
、
）
・
涅
槃
両
経
の
五
文

を
挙
げ
て
、
地
涌
菩
薩
の
弘
経
の
時
は
滅
後
三
時
の
中
に
は
法
華
誹
謗
の
謗
者
の
多
き
悪
世
末
法
時
な
る
こ
と
を
示
し
、
次
に
地
涌
菩
薩

の
正
像
二
時
に
弘
通
せ
ざ
る
理
由
を
説
き
、
三
に
地
涌
は
末
法
悪
世
に
出
現
し
て
妙
法
蓮
華
経
を
弘
通
す
べ
き
旨
を
明
し
、
而
し
て
後
に

以
上
を
結
し
て

当
．″
如砕
Ｆ

主
口薩
２

デ
伏
ヲ離

α

費

■

ヽ
誤
一弐
愚
王
ヲ・

往

ピ

受
フ一Ｌ
件

魚
蟄

ュ
止
Ｌ

綸

）

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
二
の

「問
日
仏
記
文
云
何
」
（博
に
）
以
下
の
地
涌
菩
薩
の
末
法
必
現
を
明
す
文
は
、
先
づ
法
華
経
並
に
天
台

ｏ
妙
楽

・
伝
教
め
釈

を
引
い
て
、
地
涌
菩
薩
の
末
法
出
現
の
仏
記
を
示
し
、
そ
の
仏
記
に
載
す
る
仏
滅
後
の
後
五
百
歳
即
ち
地
涌
出
現
の
末
法
の
時
と
は
闘
諦

の
起
る
時
、
即
ち
自
界
飯
逆

・
西
海
侵
逼
の
二
難
の
起
る
時
で
あ
る
と
指
摘
し
、
次
に
地
涌
出
現
し
て
本
門
の
戒
壇
を
興
立
す
べ
き
旨
を

明
し
て
、

仕
蘇
地
涌
千
界
出
現
シ
．だ
Ｌ
粧
為
札
一
脇
ふ

一
閣
浮
提
第

一だ

尊
Ｌ
レム
Ｌ

国
二一（
一九
瓢
訳
）

と
云
ひ
、
三
国
に
経
て
此
の
本
尊
の
前
代
未
有
な
る
こ
と
を
説
き
、
而
し
て
後
に
正
像
未
有
の
大
地
震
と
大
彗
星
と
の
天
変

・
地
天
の
起

れ
る
を
以
て
地
涌
四
菩
薩
出
現
の
先
兆
と
看
倣
し
て
、
地
涌
必
現
の
相
と
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の
天
変

・
地
夭
を
以
て
地
涌
出
現
の

先
兆
、
大
法
興
起
の
瑞
相
と
見
る
か
と
い
へ
ば
、

「智
人
知
起
」
で
、
そ
れ
は
本
化
菩
薩
の
妙
智
の
然
ら
し
め
る
所
、

「
唯
独
自
明
了
余

人
所
不
見
」
の
境
地
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
智
人
た
る
本
化
菩
薩
と
は
こ
の
菩
薩
の
末
法
応
化
日
蓮
大
士
御
自
身
で
あ
る

こ
と
文
裏
に
密
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
界
坂
逆

・
西
海
侵
逼
―
自
界
叛
逆
は
御
振
舞
抄

（
一
四
〇
三
）
に

「鎌
倉
に
軍
あ
り
京
に
も
あ
り
」
と
い
わ
れ
た
文
永
九
年

一
月
十
六
日
に
起

っ

観
心
本
尊
抄
の
大
綱

=譲

―-221-―



観
心
本
尊
抄
の
大
綱

た
京
都
六
波
羅
の
北
条
時
輔
、
鎌
倉
名
越
の
北
条
教
時
の
執
権
北
条
時
宗
に
対
す
る
叛
乱
で
あ
り
、
西
海
侵
逼
は
文
永
五
年
八
月
廿
一
日
付
の
宿
屋

入
道
許
御
状

（六
〇
七
）
等
に
予
言
せ
ら
れ
た
文
永
十

一
年
十
月
及
び
弘
安
四
年
五
月
の
元
冠
を
指
す
の
で
あ
る
。

二
、
大
地
震

・
大
彗
星
―
大
地
震
は
既
に
正
嘉
元
年
八
月
二
十
二
日
に
起
り
、
大
彗
星
は
文
永
元
年
七
月
四
日
に
現
れ
た
も
の
、
之
を
以
て
地
涌
出
現
の

先
兆
、
大
法
興
起
の
瑞
相
と
す
る
こ
と
は
本
抄
の
外
、
呵
責
謗
滅
罪
抄

（
一
〇

一
七
）、
法
華
取
要
抄

（
一
〇
四
二
）、
曾
谷
書

（
一
一
〇

一
）
等
に

出
て
い
る
。

三
、
第
二
段
　
総
じ
て
本
尊
た
る
総
名
妙
法
蓮
華
経
の
末
法
授
与
を
結
す

此
の
文
は
最
終
の

「不
識

一
念
三
千
者
」
（
一九
期
嚇
）
以
下
の
五
十

一
字
で
あ
っ
て
、
是
れ
総
じ
て
事
の
一
念
三
千
を
総
名
妙
法
蓮

，
華
経

に
摂
し
て
、
末
代
の
幼
稚
た
る
順
逆
信
謗
の
下
機
に
授
与
す
る
こ
と
を
結
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
所
裏
の
事
具

一
念
三
千
は
第

一
段
を
結

し
、
能
裏
の
妙
法
蓮
華
経
は
第
二
段
を
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
総
結
の
文
は
末
法
下
種
を
顕
す
も
の
、
そ
の
下
種
の
導
師
は
本
化
菩
薩

の
応
生
た
る
べ
き
人
、
こ
れ
前
文
に
密
示
せ
る
如
く
宗
祖
日
蓮
大
士
、
下
種
の
要
法
は
事
具

一
念
三
千

（酪
鶏
立
朝
れ
ば
捌
体
）
総
在
の
総

名
妙
法
蓮
華
経
、
下
種
を
蒙
る
衆
生
は
末
代
幼
稚
の
愚
人
な
る
こ
と
在
文
分
明
で
あ
る
。

此
の
文
分
れ
て
二
と
な
る
、
そ
の
一
は

「不
識

一
念
三
千
」
等
の
二
十
五
字
で
、
こ
こ
に
本
仏
大
悲
の
付
嘱
の
相
を
示
し
、
そ
の
二
は

「
四
大
菩
薩
」
以
下
の
廿
六
字
で
、
こ
こ
に
は
本
化
大
悲
の
擁
護
の
相
を
明
す
の
で
あ
る
。

而
し
て
こ
の
本
門
の
要
法
を
聞
法
下
種
す
る
衆
生
は
四
大
菩
薩
の
守
護
を
蒙
る
こ
と
、
太
公
望

・
周
公
旦
の
摂
扶
を
受
け
た
る
周
の
成

二
の
如
く
、
ま
た
老
臣
た
る
商
山
の
四
皓
の
侍
奉
を
蒙
っ
た
漢
の
慧
帝
の
如
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
公

ｏ
周
公

・
成
王
―
大
公
は
太
公
と
書
く
、
周
初

の
賢
人
で
あ

っ
て
、
姓
は
姜
氏
、
名
は
呂
尚
、
彼
は
年
老

い
て
謂
陽

に

釣

し

た
。

周

の
西
伯

（
文
王
）
た
ま
′
ヽ
猟
し
て
彼
と
相
会
し
た
。
そ
こ
で
西
伯
云
く
、
我
が
先
君
太
公
、
当
に
聖
人
あ

っ
て
周

に
趣
ぎ
、
周
以
て
興
る
べ
し
と
い
っ
て

=註
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い
た
、
子
真
に
是
の
人
で
あ
る
、
我
が
太
公
、
汝
を
望
む
こ
と
久
し
か
つ
た
、
故
に
汝
を
太
公
望
と
云
は
う
と
。
西
伯
、
太
公
望
を
載
せ
て
帰
り
師

と
し
た
。
そ
れ
よ
り
太
公
望
は
文
王

・
武
王
に
仕
え
献
策
宜
し
き
を
得
て
遂
に
周
を
し
て
天
下
に
覇
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
周
公
は
周
の
文
王
の

子
、
武
王
の
弟
で
あ
り
、
姓
は
姫
、
名
は
旦
と
い
う
、
武
王
を
輔
け
て
殷
の
村
王
を
伐
ち
天
下
を
安
ん
じ
た
。
武
王
早
世
す
る
と
き
成
王
幼
稚
な
る

を
以
て
摂
政
と
し
て
能
く
之
を
輔
弼
し
、
礼
楽
を
興
し
て
周
の
治
世
七
〇
〇
年
の
基
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
成
王
は
武
王
の
子
、
名
を
誦
と
い
う
、

彼
は
幼
に
し
て
父
武
王
の
崩
に
遭
う
て
摂
政
た
る
叔
父
周
公
旦
の
輔
を
得
て
礼
楽

・
道
徳
の
制
を
立
て
周
の
文
化
を
興
し
た
人
。
在
位
三
十
七
年
の

久
し
き
に
及
ん
だ
。

二
、
四
皓

・
慧
帝
―
四
皓
は
漢
の
慧
帝

（孝
蓋
）
の
老
臣
で
あ
っ
て
、
綺
里
季

・
東
園
公

・
夏
黄
公

・
角
里
先
生
で
商
山
に
隠
れ
居
た
れ
ば
商
山
の
四
皓

と
い
う
。
皓
は
自
髪
の
こ
と
で
老
を
表
わ
す
。
漢
の
高
祖
、
戚
夫
人
を
寵
愛
し
夫
人
の
生
み
た
る
如
意
太
子
に
位
を
推
ら
ん
と
し
た
。
そ
こ
で
正
后

た
る
呂
太
后
高
祖
の
謀
巨
張
良
に
計

っ
た
と
こ
ス
、
張
自
は
四
皓
キ
召
し
て
呂
后
の
生
め
る
孝
議
太
子
の
侍
従
た
ら
し
め
た
。
孝
書
太
子
が
そ
の

憲
帝
で
あ
る
。

以
上
述

べ
来

っ
た
と
こ
ろ
を
左
に
示
す
こ
と
と
す
る
。

第

一
段
一
観
心
た
る
一
念
三
千
　
一一―
コ

Ｌ

に

ド

晰

Ｅ

□

一日一．一．中『̈
詢］ニ
ヨ

観
心
本
尊
抄
の
大
綱

「摩
訂
止
観
第
五
云
」
（飾
九
た
訳
）
以
下

「
問
日
百
界
千
如
」
　
（九
た
軌
）
要
下
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観
心
本
尊
抄
の
大
綱

雨
前
・
述
門
の
依
正
を
破
す

「
夫
始
自
寂
滅
」
（
一九
・〇三
軌
）
以
下
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1塞 季
華
経

瞬

一

「
此
本
門
肝
心
」
（
一九
釧
Ю
）
の
下

「其
本
尊
為
鉢
」
（
一九
釧
加
）
以
下

「正
像
二
千
年
」
（
一九
側
加
）
以
下

「
今
本
時
娑
婆
」
（同
上

）
以
下
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第

興       観

す     鷺
る

「
疑
云
正
像
二
千
年
」
（
一九
瓢
一０

の
下

「
問
日
仏
記
文
云
何
」
（執
期
以
）
以
下

「不
識

一
念
三
千
者
」
（
一九
瓢
噺
）
奪
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